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通番  ヒアリング事項 提出団体 ページ 

20 
地方公共団体が条例で定めるマイナンバー利用事務について、情

報連携の利用が可能となるよう見直し 
京都府 １～６ 

21 
地方公共団体が条例で定めるマイナンバー利用事務について、情

報連携の範囲を拡大するよう見直し 

大分県 

京都府 

加古川市 

７～12 

13～22 

23～52 

22 
マイナンバー法が定めるマイナンバー利用事務について、情報連

携の範囲を拡大するよう見直し 

大分県 

京都府 

53～62 

63～66 

８ 他自治体において退職した職員に係る再任用制度の規制緩和 川口市 67～68 

23 
マイナンバー利用事務の委託を受けた者について、情報連携の利

用が可能となるよう見直し 

大分県 

兵庫県 

大阪府 

69～72 

73～80 

81～88 

29 
マイナンバー法上の通知カードの券面事項の住所変更に係る追記

事務の廃止 

豊田市 

新宿区 

89～98 

 99～102 

27 地方公共団体が行う農業共済事業の義務付けの緩和 
伊丹市 

石川県 

103～106 

107～114 

19 
国定公園における一定の工作物の建築に係る環境大臣との協議

の廃止 
兵庫県 115～122 

25 鳥獣保護区における狩猟による捕獲の特例制度の創設 岐阜県 123～128 
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